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良質な集合住宅の供給と住環境の形成に向けた取組について 
 

１ 趣旨  

区内の住宅や人口が増加する中、多様化している住まいニーズに的確に対応するため、本

区における集合住宅を対象として、家族向け住戸の供給を誘導し、将来に向けて良質な住宅

ストックの形成を図る必要がある。 

あわせて、近年の生活様式の変化を踏まえ、集合住宅における建築に関する基準を整備す

るとともに、集合住宅及び集合住宅以外の建築物に関して、条例と要綱に分かれていた既存

の建築に関する基準を条例に集約し、適切な運用に取り組む必要がある。 

以上のことから、良質で快適に暮らせる住環境の形成に向け、条例を改正するものであ

る。 

 

２ 条例の改正内容 

(１) 家族向け住戸の拡充 

集合住宅の家族向け住戸の設置に関する基準を見直すことにより、50㎡以上の住戸 

のストック形成を図る。  

 現行 見直し案 

(1)総戸数15～

29戸の場合 

40㎡以上の住戸を 

総戸数の1／3以上確保 

40㎡以上の住戸を 

総戸数の1／3以上確保 

(2)総戸数30～

49戸の場合 

40㎡以上の住戸を 

総戸数の1／3以上確保 

かつそのうち50㎡以上の住戸を 

総戸数の1／9以上確保 

(3)総戸数50～

99戸の場合 

40㎡以上の住戸を 

総戸数の1／3以上確保 

かつそのうち 50㎡以上の住戸を 

総戸数の1／9以上確保 

40㎡以上の住戸を 

総戸数の1／3以上確保 

かつそのうち50㎡以上の住戸を 

総戸数の1／6以上確保 

(4)総戸数100

戸以上または

高さ50ｍを超

える場合 

総戸数の1／2以上を40㎡以上の

住戸とし、かつ、そのうち総戸数

の1／4以上を50㎡以上の住戸と

し、かつそのうち総戸数の 1／20

以上を 75㎡以上確保 

変更なし 
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(２) 生活様式の変化等を踏まえた新たな基準の整備 

近年の生活様式の変化や防災対策の状況を踏まえ、集合住宅における建築に関する基準の

うち、次に掲げる事項を条例及び施行規則に規定する。 

・子育て世帯等の自転車利用実態を踏まえた駐輪場の確保 

・再配達削減を目的とした宅配ボックスの設置 

・災害時の初動対応力確保を目的とした防災備蓄倉庫の設置 

 現行 見直し案 

駐輪場 
総戸数と同等以上

の台数を設置 

総戸数と同等以上の台数かつ、当該集合住宅の 

50㎡以上の住戸数の 1／5台以上の平置き式の 

自転車駐車場を設置 

宅配ボックス ― 総戸数の10分の 1に相当する数以上を設置 

防災備蓄倉庫 ― 
総戸数が15戸以上の場合は3㎡以上、総戸数が 

50戸以上の場合は 5㎡以上を設置 

  

(３) 基準の整理・集約による適切な運用 

これまで、集合住宅に関する基準については本条例により、集合住宅以外の大規模建築物に

関する基準については大規模建築物建築指導要綱により、それぞれ運用してきた。 

本改正では、集合住宅以外の大規模建築物に関する基準について、要綱による運用を見直

し、条例に位置付ける。 

これに伴い、大規模建築物建築指導要綱は廃止する。 

 

３ 周知 
 

区公式ホームページ、窓口でのチラシ配布、建築関係団体へ案内送付 

 

４ 改正する条例 
 

  東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例 

 

５ 今後の予定 
 

  令和８年１０月１日   改正条例施行 

 



          

3 

第３３号議案 東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改  正  案 現     行 

東京都台東区集合住宅及び大規模建築物

の建築及び管理に関する条例 

東京都台東区集合住宅の建築及び管理に

関する条例 

  

（目 的） （目 的） 

第１条 この条例は、集合住宅及び大規模建築

物の建築及び管理に関し基本的事項を定める

ことにより、調和のとれた安全で住みよい生

活環境の維持及び向上を図るとともに、良好

な市街地環境及び快適な住環境の形成に資す

ることを目的とする。 

第１条 この条例は、集合住宅の建築及び管理

に関し基本的事項を定めることにより、良好

な住環境の形成に資することを目的とする。 

  

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(１) 集合住宅 住戸の数が１０以上の下宿、

共同住宅又は寄宿舎（以下「下宿等」という。）

(その他の用途を併用する場合を含む。)の用

途に供する建築物であって、複合建築物に当

たらないものをいう。 

(１) 集合住宅 住戸の数が１０以上の下

宿、共同住宅又は寄宿舎(その他の用途を併

用する場合を含む。)の用途に供する建築物

をいう。 

(２) 大規模建築物 敷地面積が３００平方

メートル以上で、かつ、台東区規則（以下

「規則」という。）で定める規模以上の建築

物（次に掲げるものを除く。）をいう。 

ア 下宿等の用途のみに供する建築物 

イ 下宿等の用途に供する部分及び規則で

定める規模未満の下宿等以外の用途に供

する部分を有する建築物 

ウ 規則で定める公益施設 

エ 戸建住宅の用途に供する建築物 

オ 複合建築物 

（新設） 

(３) 複合建築物 敷地面積が３００平方メ

ートル以上で、かつ、規則で定める規模以

上の建築物であって、次のいずれにも該当

するものをいう。 

ア 住戸の数が１０以上の下宿等の用途に

供する部分を有するもの 
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イ 規則で定める規模以上の下宿等以外の

用途に供する部分を有するもの。ただ

し、前号ウ及びエに掲げるものを除く。 

(４) 集合住宅等 集合住宅、大規模建築物

及び複合建築物をいう。 

（新設） 

(５) （略） (２) （略） 

(６) 建築主 集合住宅等の建築に関する工

事の請負契約の注文者又は請負契約によら

ないで自らその工事をする者をいう。 

(３) 建築主 集合住宅の建築に関する工事

の請負契約の注文者又は請負契約によらな

いで自らその工事をする者をいう。 

(７) 所有者 集合住宅等の所有者（建物の

区分所有等に関する法律（昭和３７年法律

第６９号）第２条第２項に規定する区分所

有者を含む。）をいう。 

(４) 所有者 集合住宅の所有者（建物の区

分所有等に関する法律（昭和３７年法律第

６９号）第２条第２項に規定する区分所有

者を含む。以下同じ。）をいう。 

(８) 所有者等 所有者及び所有者から委託

を受けて集合住宅等の管理を行う者をい

う。 

 

  

（適用の範囲） （適用の範囲） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

(１) 集合住宅等を建築する場合（次号に規

定する場合を除く。）における当該建築及

び当該建築後の管理 

(１) 集合住宅を建築する場合（次号に規定

する場合を除く。）における当該建築及び

当該建築後の管理 

(２) 建築物を増築し、改築し、又は建築物

の用途の変更（以下「増築等」という。）

をすることにより当該増築等後の建築物が

集合住宅等に該当することとなる場合にお

ける当該増築等（規則で定める場合を除

く。）及び当該増築等後の管理 

(２) 建築物を増築し、改築し、又は建築物

の用途の変更（以下「増築等」という。）

をすることにより当該増築等後の建築物が

集合住宅に該当することとなる場合におけ

る当該増築等（台東区規則（以下「規則」

という。）で定める場合を除く。）及び当

該増築等後の管理 

２ 法第８６条第１項若しくは第２項又は第８

６条の２第１項の規定による認定を受けるこ

とによって同一敷地内にあるとみなされる２

以上の建築物が、一の建築物とみなされるこ

とにより１つの集合住宅等に該当することと

なる場合における当該一の建築物とみなされ

る２以上の建築物の建築（規則で定める場合

２ 法第８６条第１項若しくは第２項又は第８

６条の２第１項の規定による認定を受けるこ

とによって同一敷地内にあるとみなされる２

以上の建築物が、一の建築物とみなされるこ

とにより１つの集合住宅に該当することとな

る場合における当該一の建築物とみなされる

２以上の建築物の建築（規則で定める場合を
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を除く。）及び当該建築後の管理について

は、当該２以上の建築物を一の建築物とみな

して、この条例を適用する。 

除く。）及び当該建築後の管理については、

当該２以上の建築物を一の建築物とみなし

て、この条例を適用する。 

  

（適用除外）  

第３条の２ 前条の規定にかかわらず、法第８５

条に規定する仮設建築物及び法第８７条の３に

規定する建築物については、この条例の規定

は、適用しない。 

（新設） 

  

（区長の責務） （区長の責務） 

第４条 区長は、この条例の目的を達成するた

め、建築主及び所有者等の理解と協力の下

に、集合住宅等の建築及び当該建築後の管理

について適切な指導及び助言を行うよう努め

なければならない。 

第４条 区長は、この条例の目的を達成するた

め、建築主及び所有者の理解と協力の下に、

集合住宅の建築及び当該建築後の管理につい

て適切な指導及び助言を行うよう努めなけれ

ばならない。 

  

（建築主及び所有者等の責務） （建築主及び所有者の責務） 

第５条 建築主及び所有者等は、集合住宅等の

建築及び当該建築後の管理に当たり、周辺環

境への影響に配慮し、円滑な近隣関係の維持

に努めなければならない。 

第５条 建築主及び所有者は、集合住宅の建築

及び当該建築後の管理に当たり、周辺環境へ

の影響に配慮し、円滑な近隣関係の維持に努

めなければならない。 

  

（建築計画の届出及び協議） （建築計画の届出及び協議） 

第６条 東京都台東区中高層建築物の建築に係

る紛争の予防と調整に関する条例（平成１２

年３月台東区条例第１９号。以下「区条例」

という。）又は東京都中高層建築物の建築に

係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和５

３年東京都条例第６４号。以下「都条例」と

いう。）の適用を受ける集合住宅等の建築を

しようとする建築主は、区条例第６条第１項

の規定による標識の設置又は都条例第５条第

１項の規定による標識の設置をする日の前日

までに、規則で定める建築計画書を区長に届

け出て、協議しなければならない。 

第６条 東京都台東区中高層建築物の建築に係

る紛争の予防と調整に関する条例（平成１２

年３月台東区条例第１９号。以下「区条例」

という。）又は東京都中高層建築物の建築に

係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和５

３年東京都条例第６４号。以下「都条例」と

いう。）の適用を受ける集合住宅の建築をし

ようとする建築主は、区条例第６条第１項の

規定による標識の設置又は都条例第５条第１

項の規定による標識の設置をする日の前日ま

でに、規則で定める建築計画書を区長に届け

出て、協議しなければならない。 
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２ 前項の集合住宅等以外の集合住宅等の建築

をしようとする建築主は、次の各号のいずれ

かの行為を行おうとする日の１５日前まで

に、建築計画書を区長に届け出て、協議しな

ければならない。 

２ 前項の集合住宅以外の集合住宅の建築をし

ようとする建築主は、次の各号のいずれかの

行為を行おうとする日の１５日前までに、建

築計画書を区長に届け出て、協議しなければ

ならない。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（住戸専用面積） （住戸専用面積） 

第８条 集合住宅又は複合建築物の建築をし

ようとする建築主は、当該建築物の１住戸

の専用面積を２５平方メートル以上となる

ようにしなければならない。 

第８条 集合住宅の建築をしようとする建築

主は、当該建築物の１住戸の専用面積を２

５平方メートル以上となるようにしなけれ

ばならない。 

  

（駐車施設の設置） （駐車施設の設置） 

第９条 集合住宅又は複合建築物の建築をしよう

とする建築主は、当該建築物又はその敷地内

に、規則で定めるところにより、自動車の駐車

のための施設並びに自動二輪車及び原動機付自

転車の駐車のための施設を設置するよう努めな

ければならない。 

第９条 集合住宅の建築をしようとする建築主

は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定

めるところにより、自動車の駐車のための施

設並びに自動二輪車及び原動機付自転車の駐

車のための施設を設置するよう努めなければ

ならない。 

２ 集合住宅又は複合建築物の建築をしようとす

る建築主は、当該建築物又はその敷地内に、規

則で定めるところにより、自転車の駐車のため

の施設を設置しなければならない。 

２ 集合住宅の建築をしようとする建築主は、

当該建築物又はその敷地内に、規則で定める

ところにより、自転車の駐車のための施設を

設置しなければならない。 

３ 次の各号のいずれかに該当する大規模建築物

又は複合建築物（規則で定める床面積以上の建

築物に限る。）の建築をしようとする建築主は、

規則で定めるところにより、自転車の駐車のた

めの施設を設置しなければならない。 

(１) 小売店又は飲食店 

(２) 銀行その他の金融機関 

(３) 遊技場 

(新設) 

 

 

  

（廃棄物保管場所の設置） （廃棄物保管場所の設置） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する建築

物の建築をしようとする建築主は、当該建築

第１０条 集合住宅の建築をしようとする建築

主は、当該建築物又はその敷地内に、規則で
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物又はその敷地内に、規則で定めるところに

より、廃棄物保管場所を設置しなければなら

ない。 

(１) 集合住宅 

(２) 下宿等以外の用途に供する部分の床面

積の合計が１,０００平方メートル以上の大

規模建築物 

(３) 複合建築物 

定めるところにより、廃棄物保管場所を設置

しなければならない。 

  

（空地の確保） （空地の確保） 

第１１条 ２００平方メートル以上の敷地におい

て集合住宅等の建築をしようとする建築主は、

当該建築物の敷地内に、規則で定めるところに

より、空地を確保しなければならない。 

第１１条 ２００平方メートル以上の敷地にお

いて集合住宅の建築をしようとする建築主

は、当該建築物の敷地内に、規則で定めると

ころにより、空地を確保しなければならな

い。 

  

（壁面等の後退） （壁面等の後退） 

第１１条の２ ２００平方メートル以上の敷地に

おいて集合住宅又は複合建築物の建築をしよう

とする建築主は、当該建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から隣地境界線までの距離を５０

センチメートル以上確保するよう努めなければ

ならない。 

第１１条の２ ２００平方メートル以上の敷地

において集合住宅の建築をしようとする建築

主は、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱

の面から隣地境界線までの距離を５０センチ

メートル以上確保するよう努めなければなら

ない。 

  

（集会室の設置） （集会室の設置） 

第１２条 集合住宅であって、住戸の数が５０以

上のもの（以下「大規模集合住宅」という。）

又は複合建築物であって、住戸の数が５０以上

のものの建築をしようとする建築主は、当該建

築物又はその敷地内に、規則で定める面積以上

の集会室を設置しなければならない。ただし、

区長がやむを得ない理由があると認めたとき

は、この限りでない。 

第１２条 集合住宅であって、住戸の数が５０

以上のもの（以下「大規模集合住宅」とい

う。）の建築をしようとする建築主は、当該

建築物又はその敷地内に、規則で定める面積

以上の集会室を設置しなければならない。た

だし、区長がやむを得ない理由があると認め

たときは、この限りでない。 

  

（雨水対策） （雨水対策） 

第１３条 大規模集合住宅、大規模建築物又は 第１３条 大規模集合住宅の建築をしようとす
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複合建築物の建築をしようとする建築主は、

当該建築物又はその敷地内に、規則で定める

雨水の河川等への流出を抑制するための施設

を整備するよう努めなければならない。 

る建築主は、当該建築物又はその敷地内に、

規則で定める雨水の河川等への流出を抑制す

るための施設を整備するよう努めなければな

らない。 

  

（宅配ボックスの設置） （省エネルギー対策） 

第１４条 集合住宅又は複合建築物の建築をし

ようとする建築主は、当該建築物又はその敷

地内に、規則で定めるところにより、宅配ボ

ックスを設置しなければならない。 

第１４条 大規模集合住宅の建築をしようとす

る建築主は、当該建築物に、規則で定めると

ころにより、外壁、窓等を通しての熱の損失

の防止のための措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

  

（防災備蓄倉庫の設置）  

第１４条の２ 次の各号のいずれかに該当する

建築物の建築をしようとする建築主は、当該

建築物又はその敷地内に、規則で定めるとこ

ろにより、防災備蓄倉庫を設置しなければな

らない。 

(１) 住戸の数が１５以上の集合住宅 

(２) 大規模建築物 

(３) 複合建築物 

（新設） 

  

（防火水槽の設置） （防火水槽の設置） 

第１５条 大規模集合住宅、大規模建築物又は複

合建築物の建築をしようとする建築主は、当該

建築物を管轄する消防署と協議し、当該建築物

又はその敷地内に、必要に応じて防火水槽を設

置するよう努めなければならない。 

第１５条 大規模集合住宅の建築をしようとす

る建築主は、当該大規模集合住宅を管轄する

消防署と協議し、当該建築物又はその敷地内

に、必要に応じて防火水槽を設置するよう努

めなければならない。 

  

（バリアフリーに配慮した住戸の設置） （高齢者の利用に配慮した住戸の設置） 

第１６条 集合住宅であって、住戸の数が１５

以上のもの又は複合建築物であって、住戸の

数が１５以上のものの建築をしようとする建

築主は、当該建築物の住戸の総戸数の５分の

１（１未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。）以上の住戸に、規則で定めるバリ

第１６条 集合住宅であって、住戸の数が１５

以上のものの建築をしようとする建築主は、

当該集合住宅の住戸の総戸数の５分の１（１

未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）以上の住戸に、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 



          

9 

アフリーに配慮した措置を講じなければなら

ない。 

（削除） (１) 管理人室への連絡のための通報設備の

設置 

（削除） (２) 手すりの設置その他の規則で定める高

齢者の利用に配慮した措置 

  

（家族向け住戸の設置） （家族向け住戸の設置） 

第１７条 集合住宅であって、住戸の数が１５

以上のもの又は複合建築物であって、住戸の

数が１５以上のものの建築をしようとする建

築主は、当該建築物の住戸の総戸数及び高さ

に応じ、別表に定める専用面積及び数の住戸

を、家族向け住戸として設置しなければなら

ない。ただし、区長がやむを得ない理由があ

ると認めたときは、この限りでない。 

第１７条 集合住宅であって、住戸の数が１５

以上のものの建築をしようとする建築主は、

当該建築物に、当該集合住宅の住戸の総戸数

及び高さに応じ、別表に定める専用面積及び

数の住戸を、家族向け住戸として設置しなけ

ればならない。ただし、区長がやむを得ない

理由があると認めたときは、この限りでな

い。 

  

（管理人室の設置） （管理人室の設置） 

第１８条 集合住宅又は複合建築物の建築をし

ようとする建築主は、当該建築物又はその敷

地内に、規則で定めるところにより、管理人

室を設置しなければならない。 

第１８条 集合住宅の建築をしようとする建築

主は、当該建築物又はその敷地内に、規則で

定めるところにより、管理人室を設置しなけ

ればならない。 

  

（管理に関する基準） （管理に関する基準） 

第１９条 所有者は、集合住宅等の管理に当た

り、管理人を定め、規則で定めるところによ

り、緊急時の連絡先等の事項を記載した表示板

を設置しなければならない。 

第１９条 所有者は、集合住宅の管理に当た

り、管理人を定め、規則で定めるところによ

り、緊急時の連絡先等の事項を記載した表示

板を設置しなければならない。 

２ 所有者等は、集合住宅又は複合建築物（下宿

等の用途に供する部分に限る。次項及び次条に

おいて同じ。）の管理に当たり、規則で定める

当該建築物の入居者の遵守事項を記載した管理

規約等を作成するよう努めなければならない。 

２ 所有者は、集合住宅の管理に当たり、規則

で定める当該集合住宅の入居者の遵守事項を

記載した管理規約等を作成するよう努めなけ

ればならない。 

３ 所有者等は、集合住宅又は複合建築物の管理

に当たり、規則で定めるところにより、管理人

を駐在させるよう努めなければならない。 

３ 所有者は、集合住宅の管理に当たり、規則

で定めるところにより、管理人を駐在させる

よう努めなければならない。 
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（町会等への加入に関する協力） （町会等への加入に関する協力） 

第１９条の２ 建築主等又は所有者等は、集合

住宅又は複合建築物の入居者の町会又は自治

会への加入に関し、規則で定めるところによ

り、必要な協力を行うよう努めなければなら

ない。 

第１９条の２ 建築主等又は所有者は、集合住

宅の入居者の町会又は自治会への加入に関

し、規則で定めるところにより、必要な協力

を行うよう努めなければならない。 

  

（工事の完了の届出等） （工事の完了の届出等） 

第２０条 建築主等は、集合住宅等の建築に関す

る工事を完了したときは、規則で定めるところ

により、速やかに区長に届け出なければならな

い。 

第２０条 建築主等は、集合住宅の建築に関す

る工事を完了したときは、規則で定めるとこ

ろにより、速やかに区長に届け出なければな

らない。 

２ 区長は、前項の規定による届出の内容が集

合住宅等に係る第６条第１項若しくは第２項

の規定による建築計画書又は第７条の規定に

よる計画変更書の内容と適合していないと認

めるときは、当該建築主等に対し、必要な措

置を講ずるよう要請するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による届出の内容が集

合住宅に係る第６条第１項若しくは第２項の

規定による建築計画書又は第７条の規定によ

る計画変更書の内容と適合していないと認め

るときは、当該建築主等に対し、必要な措置

を講ずるよう要請するものとする。 

  

（報告の徴収） （報告の徴収） 

第２１条 区長は、必要があると認めるとき

は、建築主等及び所有者等に対し、集合住宅

等の建築又は当該建築後の管理に関し必要な

報告を求めることができる。 

第２１条 区長は、必要があると認めるとき

は、建築主等及び所有者に対し、集合住宅の

建築又は当該建築後の管理に関し必要な報告

を求めることができる。 

  

別表（第１７条関係） 別表（第１７条関係） 

区分 家族向け住戸の専用面積及

び数 

総戸数が１５以上

３０未満で、か

つ、高さが４０メ

ートル以下の集合

住宅又は複合建築

物 

専用面積が４０平方メート

ル以上の住戸を総戸数の３

分の１に相当する数（１未

満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）以上設

置すること。 

区分 家族向け住戸の専用面積及

び数 

総戸数が１５以上

５０未満で、か

つ、高さが４０メ

ートル以下の集合

住宅 

 

専用面積が４０平方メート

ル以上の住戸を総戸数の３

分の１に相当する数（１未

満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）以上設

置すること。 
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総戸数が３０以上

５０未満で、か

つ、高さが４０メ

ートル以下の集合

住宅又は複合建築

物 

専用面積が５０平方メート

ル以上の住戸を総戸数の９

分の１に相当する数（１未

満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）以上、

かつ、専用面積が４０平方

メートル以上の住戸を総戸

数の３分の１に相当する数

（１未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）

以上設置すること。 

総戸数が１５以上

５０未満で、か

つ、高さが４０メ

ートルを超え５０

メートル以下の集

合住宅若しくは複

合建築物又は総戸

数が５０以上１０

０未満で、かつ、

高さが５０メート

ル以下の集合住宅

若しくは複合建築

物 

専用面積が５０平方メート

ル以上の住戸を総戸数の６

分の１に相当する数（１未

満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）以上、

かつ、専用面積が４０平方

メートル以上の住戸を総戸

数の３分の１に相当する数

（１未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）

以上設置すること。 

  総戸数が１００以

上の集合住宅若し

くは複合建築物又

は高さが５０メー

トルを超える集合

住宅若しくは複合

建築物 

専用面積が７５平方メート

ル以上の住戸を総戸数の２

０分の１に相当する数（１

未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）以

上、かつ、専用面積が５０

平方メートル以上の住戸を

総戸数の４分の１に相当す

る数（１未満の端数がある

ときは、これを切り捨て

る。）以上、かつ、専用面

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総戸数が１５以上

５０未満で、か

つ、高さが４０メ

ートルを超え５０

メートル以下の集

合住宅又は総戸数

が５０以上１００

未満で、かつ、高

さが５０メートル

以下の集合住宅 

 

 

 

専用面積が５０平方メート

ル以上の住戸を総戸数の９

分の１に相当する数（１未

満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）以上、

かつ、専用面積が４０平方

メートル以上の住戸を総戸

数の３分の１に相当する数

（１未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）

以上設置すること。 

  総戸数が１００以

上の集合住宅又は

高さが５０メート

ルを超える集合住

宅 

専用面積が７５平方メート

ル以上の住戸を総戸数の２

０分の１に相当する数（１

未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）以

上、かつ、専用面積が５０

平方メートル以上の住戸を

総戸数の４分の１に相当す

る数（１未満の端数がある

ときは、これを切り捨て

る。）以上、かつ、専用面
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積が４０平方メートル以上

の住戸を総戸数の２分の１

に相当する数（１未満の端

数があるときは、これを切

り捨てる。）以上設置する

こと。 

  
 

積が４０平方メートル以上

の住戸を総戸数の２分の１

に相当する数（１未満の端

数があるときは、これを切

り捨てる。）以上設置する

こと。 

  
 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、この条例による改正後の東京都台東区集合住宅及び大規模建築物の建築及び

管理に関する条例（以下「新条例」という。）第２条第２号に規定する大規模建築物のうち、都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第３号に規定する高度利用地区、同項第４号に規定す

る特定街区及び同法第１２条の５第３項に規定する再開発等促進区を定める地区計画並びに建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第５９条の２第１項に規定する敷地内に広い

空地を有する建築物の容積率等の特例の適用を受ける大規模建築物並びに都市計画法第２９条に規

定する開発行為の許可を要する区域内に建築する大規模建築物並びに法第１８条第２項及び第４項

に規定する国の機関の長等が建築する大規模建築物については、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）から起算して１年を経過した日までの間は、新条例の規定は、適用しない。 

３ 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例の規定に

基づき届け出た建築計画書に係る集合住宅のうち、東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予

防と調整に関する条例（平成１２年３月台東区条例第１９号。以下「区条例」という。）又は東京都中

高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和５３年東京都条例第６４号。以下「都

条例」という。）の適用を受ける集合住宅にあっては、施行日から６０日を経過した日以前に区条例第

６条第１項の規定による標識の設置又は都条例第５条第１項の規定による標識の設置を行うもの（区

条例又は都条例の適用を受けない集合住宅にあっては、施行日から６０日を経過した日以前に次の各

号のいずれかの行為を行うもの）については、なお従前の例による。 

 (１) 法第６条第１項(法第８７条第１項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請 

(２) 法第６条の２第１項(法第８７条第１項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受

けるための書類の提出 

(３) 法第１８条第２項又は第４項(これらの規定を法第８７条第１項において準用する場合を含

む。)の規定による計画の通知 

４ 施行日前に東京都台東区大規模建築物建築指導要綱（平成３年１１月１５日付台建建発第８４号）

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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の規定に基づき届け出た事前協議書に係る大規模建築物のうち、区条例又は都条例の適用を受ける大

規模建築物にあっては、施行日から６０日を経過した日以前に区条例第６条第１項の規定による標識

の設置又は都条例第５条第１項の規定による標識の設置を行うもの（区条例又は都条例の適用を受け

ない大規模建築物にあっては、施行日から６０日を経過した日以前に次の各号のいずれかの行為を行

うもの）については、新条例の規定は、適用しない。 

 (１) 法第６条第１項（法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定による確認の申請 

(２) 法第６条の２第１項（法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定による確認を

受けるための書類の提出 

(３) 法第１８条第２項（法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定による計画の通

知 

（東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例の

一部改正） 

５ 東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例

（平成２６年６月台東区条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１号中「集合住宅」の次に「及び大規模建築物」を加える。 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例 

の一部改正 新旧対照表（付則第５項による改正） 

改  正  案 現     行 

（手続の前置） （手続の前置） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

(１) 東京都台東区集合住宅及び大規模建築

物の建築及び管理に関する条例（平成１７年

３月台東区条例第３号）第６条第１項の規定

による届出 

(１) 東京都台東区集合住宅の建築及び管理

に関する条例（平成１７年３月台東区条例第

３号）第６条第１項の規定による届出 

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略） 

 

 

 


